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平成30年第２回玄海町議会定例会会議録

招 集 年 月 日 平成30年６月11日（月曜日）

招 集 場 所 玄 海 町 議 会 議 場

開 閉 会 日 時

及 び 宣 告

開 議 平成30年６月19日午前10時00分 議 長 上 田 利 治 君

閉 会 平成30年６月19日午前10時03分 議 長 上 田 利 治 君

応（不応）招議

員及び出席並び

に欠席議員

○ 出 席

× 欠 席

× 不応招

出 席 10名

欠 席 ０名
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氏 名
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等の別

議席
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氏 名

出 席

等の別
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７

９

小 山 善 照 君

宮 﨑 吉 輝 君

池 田 道 夫 君

友 田 国 弘 君

岩 下 孝 嗣 君

○

○

○

○

○

２

４

６

８

10

山 口 寛 敏 君

井 上 正 旦 君

脇 山 伸 太 郎 君

中 山 昭 和 君

上 田 利 治 君

○

○

○

○

○

会議録署名議員 ２ 番 山 口 寛 敏 君 ３ 番 宮 﨑 吉 輝 君

地方自治法第

121条第１項に

より説明のため

出席した者の職

氏名

町 長

教 育 長

管理兼政策統括監

財政企画課長

保健介護課長

まちづくり課長

教 育 課 長

岸 本 英 雄 君

中 島 安 行 君

西 立 也 君

加 納 晴 美 君

山 口 善 正 君

松 本 恵 一 君

中 村 大 輔 君

副 町 長

会計管理者兼税務課長

総 務 課 長

住民福祉課長

産業振興課長

生活環境課長

鬼 木 茂 信 君

井 上 新 吾 君

中 山 昇 洋 君

中 島 泰 広 君

日 高 大 助 君

鈴 木 博 之 君

職務のために議

場に出席した者

の氏名

事 務 局 長 脇 山 和 彦 議会事務局係長 松 本 辰 範
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平成30年第２回玄海町議会定例会議事日程（第３号）

平成30年６月19日 午前10時開議

日程１ 議案第30号 玄海町温泉掘削工事請負契約について

議案第31号 佐賀県市町総合事務組合規約の変更に係る協議について

議案第32号 玄海町敬老年金支給条例の一部を改正する条例の制定について

議案第33号 平成30年度玄海町一般会計補正予算（第２号）

議案第34号 平成30年度玄海町下水道事業特別会計補正予算（第１号）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

午前10時 開議

○議長（上田利治君）

おはようございます。ただいまの出席議員は10名であります。定足数に達しておりますの

で、直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程につきましては、あらかじめお手元に配付しております議事日程表によっ

て御了承方お願いいたします。

日程１ 議案第30号 玄海町温泉掘削工事請負契約について

議案第31号 佐賀県市町総合事務組合規約の変更に係る協議について

議案第32号 玄海町敬老年金支給条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

議案第33号 平成30年度玄海町一般会計補正予算（第２号）

議案第34号 平成30年度玄海町下水道事業特別会計補正予算（第１号）

○議長（上田利治君）

日程１．議案第30号 玄海町温泉掘削工事請負契約についてから議案第34号 平成30年度

玄海町下水道事業特別会計補正予算（第１号）までの以上５件を一括議題といたします。

本件につきましては、６月11日の本会議において予算特別委員会に付託しておりましたの

で、委員長に審査結果の報告を求めます。

予算特別委員長、中山昭和君。

○予算特別委員長（中山昭和君）
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御報告いたします。

６月11日の本会議において、予算特別委員会に付託を受けておりました議案第30号 玄海

町温泉掘削工事請負契約についてから議案第34号 平成30年度玄海町下水道事業特別会計補

正予算（第１号）までの以上５件につきましては、慎重審議の結果、全員一致をもって可決

されましたので、ここに御報告申し上げます。

○議長（上田利治君）

これより質疑に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（上田利治君）

以上をもって質疑を終結いたします。

これより討論を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（上田利治君）

以上をもって討論を終結いたします。

これより採決いたします。

議案第30号 玄海町温泉掘削工事請負契約についてから議案第34号 平成30年度玄海町下

水道事業特別会計補正予算（第１号）までの以上５件については、原案のとおり決するに賛

成諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（上田利治君）

起立全員と認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。

以上をもって本定例会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。よって、平成30

年第２回玄海町議会定例会はこれにて閉会いたします。お疲れさまでした。

午前10時３分 閉会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

玄海町議会議長

玄海町議会議員

玄海町議会議員


